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告 示

高知県告示第136号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 1 項及び中

高知県告示第137号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第 5 条第 1 項の規定による届出があったので、同条第 3 項

の規定により、次のとおり告示する。

なお、法第 8 条第 2 項の規定により、この告示に係る大規模小

売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配

慮すべき事項について意見を述べようとする者は、 4 に掲げる事

項を記載した書面をこの告示の日から 4 月以内に高知県商工労働

部経営支援課に提出することができる。

平成25年 3 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　届出の概要

( 1 )　届出者の名称

株式会社コスモス薬品　代表取締役　宇野　正晃

( 2 )　届出者の住所

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番 1 号　第一福岡ビ

ルＳ館 4 階

( 3 )　大規模小売店舗の名称及び所在地

ドラッグコスモス土佐蓮池店

土佐市蓮池1163番地ほか

( 4 )　大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所

( 5 )　大規模小売店舗の新設をする日

平成25年10月29日

( 6 )　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

2,029平方メートル

( 7 )　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア　駐車場の収容台数

89台

イ　駐輪場の収容台数

20台

ウ　荷さばき施設の面積

50.0平方メートル

エ　廃棄物等の保管施設の容量

13.5立方メートル

( 8 )  大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び

閉店時刻

開店時刻　午前10時

閉店時刻　午後10時

イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前 9 時30分から午後10時30分まで

ウ　駐車場の自動車の出入口の数

 3 箇所

エ　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間

帯

24時間

 2 　届出年月日

平成25年 2 月28日

 3 　届出書及び添付書類の縦覧場所

高知県商工労働部経営支援課

土佐市産業経済課

 4 　意見書に記載すべき事項

( 1 )　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

名

( 2 )　事業者にあっては、その事業の種類及び沿革

( 3 )　意見を述べようとする大規模小売店舗の名称及び所在地

( 4 )　意見の内容

高知県告示第138号

平成24年 8 月高知県告示第528号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を関係町役場に掲示する

とともに、次のとおりその要旨を告示する。

平成25年 3 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

指定年月日

小売業者名

株式会社コスモス薬品

事業者の名称及び主

たる事務所の所在地

代表者名

代表取締役

　宇野　正

晃

事業所の名称及び所在地

並びにサービスの種類

住所

福岡県福岡市博

多区博多駅東二

丁目10番 1 号　

第一福岡ビルＳ

館 4 階

医療法人みずほ会

須崎市多ノ郷甲5748

番地 1 

デイサービスケアビレッ

ジとさ

土佐市蓮池1231番 2 

通所介護

介護予防通所介護

平成25年 2 

月13日

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律（平成 6 年法律第30号）第14条第 4 項においてその例

によるものとされた生活保護法第54条の 2 第 1 項の規定による介

護機関として、次のとおり指定した。

平成25年 3 月15日

高知県知事　尾﨑　正直
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 1 　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

吾川郡仁淀川町用居甲1954番地

イ　氏名

奥田　光子

( 2 )ア　登記簿記載の住所

幡多郡十和村広瀬23番屋敷

イ　氏名

田向　銕

 2 　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保

安林として指定された目的

次に掲げる告示（重要流域（平成12年 2 月農林水産省告示

第283号で指定された重要流域をいう。）に係るものに限

る。）で定めるところによる。

平成 9 年12月農林水産省告示第1752号

( 2 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第139号

平成24年 8 月高知県告示第532号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を土佐清水市役所及び関

係町役場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示する。

平成25年 3 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

安芸郡安田町中ノ川

イ　氏名

伊吹　秀実

( 2 )ア　登記簿記載の住所

安芸郡安田町中ノ川86番地

イ　氏名

宮本　金之助

( 3 )ア　登記簿記載の住所

吾川郡池川町土居150番屋敷

イ　氏名

小野　竹馬

( 4 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡仁淀村高瀬516番地

イ　氏名

掛水　敏興

( 5 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡別府村高瀬476番地

イ　氏名

西森　宜長

( 6 )ア　登記簿記載の住所

土佐清水市三崎3706番地 2 

イ　氏名

坂本　雅代

( 7 )ア　登記簿記載の住所

土佐清水市三崎3706番地 2 

イ　氏名

坂本　充

 2 　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保

安林として指定された目的

次に掲げる告示（重要流域（平成12年 2 月農林水産省告示

第283号で指定された重要流域をいう。）に係るものに限

る。）で定めるところによる。

平成10年 9 月農林水産省告示第1376号

( 2 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第140号

土地収用法（昭和26年法律第219号）第20条の規定に基づき事

業の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成25年 3 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　起業者の名称

日高村

 2 　事業の種類

さんさん市大規模改修事業

 3 　起業地

( 1 )　収用の部分

高岡郡日高村本郷字松ノ前地内

( 2 )　使用の部分

なし

 4 　事業の認定をした理由

平成25年 1 月15日に日高村から申請があったさんさん市大規

模改修事業（以下「本件事業」という。）に関する事業認定の

理由は、次のとおりである。

( 1 )　土地収用法第20条第 1 号の要件への適合性について

本件事業は、日高村が、本郷多目的集会所に併設する地

場農産物の直販所であるさんさん市を、地域資源の有効活

用による地域活性化を図るための拠点施設として整備する

事業であり、土地収用法第 3 条第32号に掲げる「国又は地

方公共団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、

市場その他公共の用に供する施設」に係る事業に該当す

る。

したがって、本件事業は、土地収用法第20条第 1 号の要

件を充足すると判断される。

( 2 )　土地収用法第20条第 2 号の要件への適合性について

日高村は、平成23年 3 月に策定した「第五次日高村総合

振興計画」で、日高村発展のための主要課題である「新た

な活力と交流の創出」に向けた取組として、農林業、商工

業、観光及び交流の振興を図ることができる拠点施設の整

備及び確保を掲げており、本件事業に要する経費及びその

財源についての予算措置も講じられていることから、本件

事業を施行する権能を有すると認められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第20条第 2 号の要

件を充足すると判断される。

( 3 )　土地収用法第20条第 3 号の要件への適合性について

ア　本件事業の施行により得られる公共の利益について

日高村は、本県のほぼ中央部に位置し、北に妙見山、

南に大堂山を有し、これらの山地に囲まれた盆地状の地

形をなしており、東西10.0キロメートル、南北9.2キロ

メートル及び総面積44.88平方キロメートルの村であ

る。県都高知市までは、約16キロメートルと近く、同村

の中央部には、ＪＲ土讃線及び国道33号が東西に走って

おり、高知自動車道伊野ＩＣ及び土佐ＩＣへのアクセス

に恵まれているほか、現在、国道33号高知西バイパスの

整備も進められており、交通アクセスの向上が期待され

ている。また、土佐湾沖の黒潮の影響で、年間平均気温

は、16度前後と比較的温暖であるが、盆地状の地形のた

め昼夜の温度差が大きく、年間降水量も多いことから、

農業を基幹産業として発展してきた村である。

現在、恵まれた気候を生かし、野菜、果物、米等多様

な農産物が生産されており、特にトマトは、高糖度トマ

ト「シュガートマト」として本県一の産地を形成してい

るほか、茶についても、西日本最大級の茶園の霧山茶

は、日高村を代表する特産品となっている。これらの農

産物を生かした加工特産品づくりも進められており、現

施設で定期的に各種イベントを開催する等、地域農産物

のＰＲ及び施設利用者と地域住民との交流が行われてい

る。また、四国一の水質を誇る清流仁淀川の下流域に位

置していることによる多様な水生生物が生息する等の優

れた自然環境及び有形・無形の貴重な文化遺産等の特色

のある多様な地域資源が観光情報として活用されてい

る。

このような状況の中、日高村の基幹産業である農業

は、中小零細農家及び副業的農家が多数を占めているた

め、少子高齢化の急速な進行による従事者の高齢化、後
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継者不足、農家数の減少及び耕作放棄地の増加といった

問題が深刻化している。また、産業及び経済の低迷によ

り村の活力の衰退が懸念されていることから、日高村

は、「第五次日高村総合振興計画」において、基幹産業

である農業及び地域資源を生かした観光並びに交流を柱

とした活力のある村を創造するため、拠点施設を整備

し、地域産業の振興を図ることとしている。

本件事業の施行により、農産物直販所の売場面積が広

くなることで、農産物販売の拡充が図られ、売上げの増

進に寄与することとなり、また、新たに地場料理等を提

供する飲食スペース、観光案内所、車椅子の障害者等も

利用可能なトイレ、観光バス用駐車場等が整備されるこ

とで、国道33号を利用するドライバー等の休憩場所及び

地域情報等の提供場所となり、来訪者の増加による経済

効果及び地産地消の促進、更に交流人口の増加による村

全体への様々な波及効果を創出することとなり、産業の

活性化等地域振興にも貢献することができるものであ

る。

また、従来から地域住民のコミュニティ活動及び地域

内外の交流の拠点として集会等で活用されている多目的

集会所の機能が充実されることとなるものである。

以上のことから、本件事業の施行により得られる公共

の利益は、相当程度存すると認められる。

イ　本件事業の施行により失われる利益について

日高村の調査によると、起業地内には、高知県レッド

リストに「準絶滅危惧」として指定されている植物 1 種

の生息の可能性があるとのことで、生育を確認した際に

は、同村内の植物研究家の指導に基づき移植等の適切な

措置を講ずることで、種の保存対策を取ることとしてい

る。一方、起業地内には、文化財保護法（昭和25年法律

214号）に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地は、存在し

ないことを確認している。

また、本件事業は、環境影響評価法（平成 9 年法律第

81号）又は高知県環境影響評価条例（平成11年高知県条

例第 5 号）の定めにより環境影響評価が義務付けられた

事業には該当しないが、日高村は、本件事業の施行に係

る工事に当たっては、起業地への生活環境に及ぼす影響

を軽減する措置を講ずることとしている。

以上のことから、本件事業の施行により失われる利益

は、軽微であると認められる。

ウ　代替案の検討について

本件事業は、既存の農産物直販所「さんさん市」を道

の駅に類する機能を有する施設となるよう整備するもの

であり、その役割を十分に果たすことができる地域に設

置すること及び「さんさん市」の命名の由来から国道33

号沿いであることが必要不可欠であることから、同国道

に隣接する 3 か所の候補地を挙げて比較検討している。

施設利用者の利便性が良好であること、土地の利用に重

大な支障がないこと等、社会的、経済的及び技術的観点

から総合的に勘案すると、現施設を含む本件事業の起業

地が最も適切であると認められる。

また、本件事業の起業地面積は、農産物売場、観光案

内所、地場料理等飲食スペース、施設利用者用トイレ及

び駐車場スペース等として必要な面積であり、適当であ

ると認められる。

エ　比較衡量

アで述べた得られる公共の利益とイで述べた失われる

利益とを比較衡量した結果、本件事業の施行により得ら

れる公共の利益は、失われる利益に優越すると認められ

るとともに、ウで述べたように、本件事業の起業地は、

他の候補地と比較して最も適切であると認められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第20条第 3 号の要

件を充足すると判断される。

( 4 )　土地収用法第20条第 4 号の要件への適合性について

ア　事業を早期に施行する必要性

( 3 )のアで述べたように、少子高齢化の急速な進行、

産業及び経済の低迷の中で村の衰退が懸念されており、

基幹産業である農業と豊かな地域資源とを生かした観光

及び交流を柱とした活力のある村づくりが強く望まれて

いる。また、国道33号高知西バイパスの整備に伴い、高

知市等からの交通利便性が飛躍的に高まることから、来

訪者の増加が期待でき、地域活性化を図るための拠点施

設の整備、更に地域住民のコミュニティ活動の拠点とし

て集会等で活用されている多目的集会所の機能充実も図

る必要がある。

以上のことから、本件事業を早期に施行する必要性は

高いものと認められる。

イ　起業地の範囲及び収用の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画

に必要な範囲であると認められる。

また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供

される範囲にとどめられており、合理的であると認めら

れる。

したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要

があると認められるため、土地収用法第20条第 4 号の要件

を充足すると判断される。

( 5 )　結論

( 1 )から( 4 )までにおいて述べたように、本件事業は、

土地収用法第20条各号の要件を全て充足すると判断され

る。

以上の理由により、本件事業について、土地収用法第20条の

規定に基づき、事業の認定をするものである。

 5 　土地収用法第26条の 2 第 2 項の規定による図面の縦覧場所

日高村役場

高知県告示第141号

平成 8 年 7 月高知県告示第495号（高知県屋外広告物条例によ

る区域及び市町村の指定）の一部を次のように改正する。

平成25年 3 月15日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 の表中「南国安芸線から側方へ100メートル以内の区域で、

香南やすインターチェンジから芸西西インターチェンジまでの区

間」を「須崎中央線・中土佐窪川線から側方へ100メートル以内

の区域」に、

「

「

を

」

第13号

第22号

第13号

第22号

都市施設として定められた道路のうち、須崎

中央線・中土佐窪川線の予定地及び当該道路

（予定地を含む。）から側方へ100メートル以

内の区域（展望可能なものに限る。）

都市施設として定められた道路のうち、浦戸

東部道路の予定地及び当該予定地から側方へ

100メートル以内の区域（展望可能なものに限

る。）

中村宿毛道路の予定地及び当該道路（予定地

を含む。）から側方へ100メートル以内の区域

で、四万十インターチェンジから宿毛インター

チェンジまでの区間（展望可能なものに限

る。）

都市施設として定められた道路のうち、窪川

佐賀線の予定地及び当該道路（予定地を含

む。）から側方へ100メートル以内の区域（展

望可能なものに限る。）

都市施設として定められた道路のうち、浦戸

東部道路の予定地及び当該予定地から側方へ

100メートル以内の区域（展望可能なものに限

る。）

中村宿毛道路の予定地及び当該道路（予定地

を含む。）から側方へ100メートル以内の区域

で、四万十インターチェンジから宿毛インター
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に改める。

 2 の表中「（予定地を含む。）」を削り、「南国安芸線」を

「南国安芸線（予定地を含む。）」に、「香南やすインターチェ

ンジ」を「香南のいちインターチェンジ」に改める。

公 告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、安田第一土地改良区から次のとおり退任及び就任した役員の

届出があった。

平成25年 3 月15日

  　　               　   　　　高知県知事　尾﨑  正直

　役名　　　氏　名  　    住　　　　　　　所

（退任）

　理事　　窪田　敬一　安芸郡安田町唐浜1208

  〃　　　松本　秀一　〃　　〃    〃　 479－ 2 

  〃　　　小松　　正　〃　　〃    〃   556

  〃　　　清岡　克弘　〃　　〃    〃  1125－ 1 

  〃　　　窪田　　廊  〃　　〃　　〃　1209

  〃　　　小松　輝正　〃　　〃　　〃　1035

  〃　　　小松　博仁  〃　　〃    〃　1016－ 1 

  〃　　　公文　愼治  〃    〃    〃　 776－ 2 

  〃　　　小松　　勝  〃    〃　　〃　 397

  〃　　　清岡　栄作  〃    〃    〃　1340

  〃      小松　義正  〃    〃    〃  1335－ 1 

  監事    小松　　強  〃　　〃    〃   362－ 1 

　〃　    久保田　茂  〃    〃    〃　1055－ロ

（就任）

　理事　　西岡　博文　安芸郡安田町唐浜 552

  〃　　　清岡　賢輔　〃　　〃    〃　 412

  〃　　　南　　広海　〃　　〃    〃   772

  〃　　　窪田三紀子　〃　　〃    〃  1207

  〃　　　内川　和廣  〃　　〃　　〃　1031

  〃　　　小松　　誠　〃　　〃　　〃　1024－ 2 

  〃　　　窪田　伸弘  〃　　〃    〃　 495－イ

  〃　　　西岡　美和  〃    〃    〃　 555

  〃　　　清岡　 子  〃    〃　　〃　1114－ 2 

  〃　　　清岡　秀司  〃    〃    〃　1330

  〃      小松　紀惠  〃    〃    〃  1373－ 1 

  監事    小松　　正  〃　　〃    〃   556

　〃　    公文　　綾  〃    〃    〃　 751

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第 2 項において準

用する同法第20条第 1 項の規定により香南市から都市計画の変更

の図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第 2 項において準

用する同法第20条第 2 項の規定により次のとおり当該図書の写し

を公衆の縦覧に供する。

平成25年 3 月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　都市計画の種類

香南都市計画下水道

 2 　縦覧場所

高知県土木部都市計画課及び香南市役所

公 安 委 員 会 告 示

高知県公安委員会告示第 2 号

警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22

条第 2 項第 1 号に規定する警備員指導教育責任者講習（以下「講

習」という。）を次のとおり実施する。

平成24年 3 月15日

高知県公安委員会委員長　山﨑　實樹助

 1 　講習に係る警備業務の区分、種別、実施期日及び実施場所

( 1 )　警備業務の区分

法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する警備業務（以下「 1 号業

務」という。）

( 2 )　種別

ア　法第22条第 2 項の警備員指導教育責任者資格者証及び警

備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等

に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第 2 号。以下

「講習規則」という。）第 7 条第 1 項に規定する警備員指

導教育責任者講習修了証明書（以下「資格者証等」とい

う。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下

「新規取得講習」という。）

イ　講習規則第 6 条第 1 項の講習（以下「追加取得講習」と

いう。）

( 3 )　実施期日

ア　新規取得講習

平成25年 5 月14日（火）から同月23日（木）まで（日曜

日及び土曜日を除く。）の 8 日間

イ　追加取得講習

平成25年 5 月20日（月）から同月23日までの 4 日間

( 4 )　実施場所

高知市朝倉戊375番地 1 

高知県立ふくし交流プラザ

 2 　受講者定員

受講者定員は、次のとおりとする。ただし、次のいずれかの

種別の講習が定員に満たない場合は、一方の定員を増員する。

( 1 )　新規取得講習　25人

( 2 )　追加取得講習　 5 人

 3 　受講資格者

( 1 )　新規取得講習

受講申込み時において、次のいずれかに該当する者とす

る。

ア　最近 5 年間に 1 号業務の区分に係る警備業務に従事し

た期間が通算して 3 年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委

員会規則第20号。以下「検定規則」という。）第 4 条に

規定する 1 級の検定（ 1 号業務の区分に係るものに限

る。以下「 1 級検定」という。）に係る法第23条第 4 項

の合格証明書（以下「合格証明書」という。）の交付を

受けている者

ウ　検定規則第 4 条に規定する 2 級の検定（ 1 号業務の区

分に係るものに限る。以下「 2 級検定」という。）に係

る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該

合格証明書の交付を受けた後、継続して 1 年以上 1 号業

務の区分に係る警備業務に従事しているもの

エ　検定規則附則第 3 条の規定による廃止前の警備員等の

検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第 5 

号。以下「旧検定規則」という。）第 1 条第 2 項に規定

する 1 級の検定（ 1 号業務の区分に係るものに限る。以

下「旧 1 級検定」という。）に合格した者

オ　旧検定規則第 1 条第 2 項に規定する 2 級の検定（ 1 号

業務の区分に係るものに限る。以下「旧 2 級検定」とい

う。）に合格した警備員であって、旧 2 級検定に合格し

た後、継続して 1 年以上 1 号業務の区分に係る警備業務

に従事しているもの

( 2 )　追加取得講習

受講申込み時において、 1 号業務以外の警備業務の区分に

チェンジまでの区間（展望可能なものに限

る。）

都市施設として定められた道路のうち、窪川

佐賀線の予定地及び当該道路（予定地を含

む。）から側方へ100メートル以内の区域（展

望可能なものに限る。）

都市施設として定められた道路のうち、南国

安芸線の予定地及び当該道路（予定地を含

む。）から側方へ100メートル以内の区域で、

香南のいちインターチェンジから芸西西インタ

ーチェンジまでの区域（展望可能なものに限

る。）

」
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係る資格者証等の交付を受けている者であって、( 1 )のいず

れかに該当するものとする。

 4 　受講希望の事前申込み及び受講予定者の確定方法

( 1 )　受講希望の事前申込方法

ア　新規取得講習又は追加取得講習の受講を希望する者（以

下「受講希望者」という。）は、県内の各警察署又は一般

社団法人高知県警備業協会（高知市本町二丁目 3 番31号

　ＬＳビル 3 階。以下「高知県警備業協会」という。）で交

付する警備員指導教育責任者講習ＦＡＸ申込書（以下「申

込書」という。）により事前申込みを行うこと。

イ　申込書の受付は、高知県警備業協会に設置するファクシ

ミリ（ファクシミリ番号088－871－4760）により行う。

ウ　申込みは、 1 通につき 1 名とし、 1 回の送信での受付

は、 1 通のみとする。

( 2 )　事前申込みの受付期間

ア　平成25年 4 月15日（月）及び16日（火）の午前 9 時から

午後 4 時までの間とする。

イ　受付時間外に受信した申込書は、無効とする。

なお、受信時間の確認は、申込書の受付に使用するファ

クシミリの表示時間によって行う。

( 3 )　受講予定者の確定方法

ア　受講予定者の確定方法は、申込書の先着順とする。

イ　受講予定者に確定した受講希望者には、平成25年 4 月17

日（水）に、高知県警備業協会が電話により確定通知を行

う。

ウ　確定通知を受けた受講希望者は、高知県警備業協会にお

いて、警備員指導教育責任者講習受講希望申込確認書（以

下「受講申込確認書」という。）の交付を受けること。

 5 　受講申込手続

受講申込確認書の交付を受けた者は、次のとおり受講申込み

の手続を行うこと。

( 1 )　受講申込書等の提出期間

平成25年 4 月22日（月）から同月24日（水）までの午前

 8 時30分から午後 5 時までの間とする。

なお、提出期間内に受講申込みの手続を行わなかった場

合は、受講予定者に確定していることを無効とする。

( 2 )　受講申込書等の提出先

高知県内に住所を有する者にあっては住所地を管轄する

警察署とし、高知県外に住所を有する者にあっては高知県

内の最寄りの警察署とする。

( 3 )　提出書類

ア　受講申込書（講習規則第 4 条第 1 項に規定する別記様

式第 1 号の受講申込書に必要事項を記入の上、受講申込

みの手続を行う者の写真（受講申込書の提出前 6 月以内

に撮影した無帽、正面、無背景の顔写真）を貼り付けた

もの）　 1 通

イ　 3 の受講資格者に該当することを疎明する次の書面

　 1 通

(ア)　 3 の( 1 )のアに該当する者にあっては、 1 号業務

の区分に係る警備業務に従事していたことを疎明する

警備業者等の作成に係る書面（以下「警備業務従事証

明書」という。）及び履歴書

(イ)　 3 の( 1 )のイに該当する者にあっては、 1 級検定

に係る合格証明書の写し

(ウ)　 3 の( 1 )のウに該当する者にあっては、 2 級検定

に係る合格証明書の写し及び警備業務従事証明書

(エ)　 3 の( 1 )のエに該当する者にあっては、旧 1 級検

定に係る旧検定規則第 8 条に規定する合格証（以下

「合格証」という。）の写し

(オ)　 3 の( 1 )のオに該当する者にあっては、旧 2 級検

定に係る合格証の写し及び警備業務従事証明書

ウ　追加取得講習を受講しようとする者にあっては、交付

を受けている資格者証等の写し　 1 通

エ　受講申込確認書　 1 通

( 4 )　受講申込書等の提出方法

受講申込書等の提出は、講習を受講しようとする者が直

接行うこと。

なお、郵送又は代理人による提出は、認めない。

 6 　受講手数料の額並びに納付の時期及び方法

講習を受講しようとする者は、受講手数料として、新規取得

講習にあっては47,000円、追加取得講習にあっては23,000円の

額に相当する高知県収入証紙を受講申込書等の提出時に納付す

ること。

なお、納付された受講手数料は、返還しない。

 7 　講習の委託

講習は、高知県警備業協会に委託して実施する。

 8 　講習に関する問い合わせ先

( 1 )　高知県警備業協会（電話番号088－824－3404）

( 2 )　高知県警察本部生活安全部生活安全企画課警備業係（電

話番号088－826－0110内線3022、3024）又は県内の各警察署

警備業担当係

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第 6 号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第 1 項の規定に基づ

く高知県の条例の制定又は改廃の請求及び同法第75条第 1 項の規

定に基づく監査の請求をする場合の選挙権を有する者の総数の50

分の 1 の数は、12,616人である。

平成25年 3 月 6 日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

高知県選挙管理委員会告示第 7 号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第76条第 1 項の規定に基づ

く高知県議会の解散の請求、同法第81条第 1 項の規定に基づく高

知県知事の解職の請求及び同法第86条第 1 項の規定に基づく高知

県の副知事、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解

職の請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

31年法律第162号）第 8 条第 1 項の規定に基づく高知県教育委員

会の委員の解職の請求をする場合の選挙権を有する者の総数のう

ち、40万を超える数に 6 分の 1 を乗じて得た数と40万に 3 分の 1 

を乗じて得た数とを合算して得た数は、171,795人である。

平成25年 3 月 6 日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

高知県選挙管理委員会告示第 8 号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第 1 項の規定に基づ

く高知県議会の議員の解職の請求をする場合の各選挙区における

選挙権を有する者の総数の 3 分の 1 の数は、次のとおりである。

平成25年 3 月 6 日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

高知市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　  92,474人

室戸市、東洋町選挙区　　　　　　　　　　　　　　 5,517人

安芸市、芸西村選挙区　　　　　　　　　　　　　　 6,576人

南国市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,212人

土佐市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,027人

須崎市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,685人

宿毛市、大月町、三原村選挙区　　　　　　　　　　 8,314人

土佐清水市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　 4,525人

四万十市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,812人

香南市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,257人

香美市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,852人

奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村選挙区　 3,414人

長岡郡、土佐郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　 3,918人

吾川郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,170人

高岡郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　  17,944人

黒潮町選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,563人

海 区 漁 業 調 整

委 員 会 指 示

高知海区漁業調整委員会指示第66号

浦ノ内湾におけるあさりの採捕について、漁業法（昭和24年法

律第267号）第67条第 1 項の規定に基づき、平成25年 3 月 1 日に

次のとおり指示した。

平成25年 3 月15日

高知海区漁業調整委員会会長　和田　義光
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（採捕の制限）

 1 　浦ノ内湾において、次に掲げる区域内では、あさりを採捕し

てはならない。ただし、高知海区漁業調整委員会が特に認めた

者については、この限りでない。

( 1 )　Ａ区域（天皇洲の西側の区域）

次の点アから点エまでを順次に直線で結んだ線及び点エと

点アとを直線で結んだ線により囲まれた区域

点ア　北緯33度26分15.6秒・東経133度25分26.7秒

点イ　北緯33度26分10.0秒・東経133度25分22.8秒

点ウ　北緯33度26分5.9秒・東経133度25分31.2秒

点エ　北緯33度26分11.6秒・東経133度25分35.1秒

( 2 )　Ｂ区域（宇佐大橋の南西側の区域）

次の点アから点オまでを順次に直線で結んだ線及び点オと

点アとを直線で結んだ線により囲まれた区域

点ア　北緯33度26分18.1秒・東経133度26分16.0秒

点イ　北緯33度26分14.2秒・東経133度26分19.0秒

点ウ　北緯33度26分7.9秒・東経133度26分17.2秒

点エ　北緯33度26分6.2秒・東経133度26分10.3秒

点オ　北緯33度26分13.1秒・東経133度26分8.9秒

（指示の有効期間）

 2 　この指示の有効期間は、平成25年 4 月 1 日から平成26年 3 月

31日までとする。

監 査 公 表

監査公表第 2 号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第 7 項の規定によ

り、財政的援助団体等の監査を実施したので、同条第 9 項の規定

により、その結果を次のとおり公表する。

平成25年 3 月15日

高知県監査委員　森田　英二

同　　　　　　　梶原　大介

同　　　　　　　坂本　千代

同　　　　　　　朝日　満夫
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監査公表第 3 号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第 9 項の規定によ

り、高知県知事等あて報告を行ったところ、高知県知事等から措

置結果について通知があったので、同条第12項の規定により、次

のとおり公表する。

平成25年 3 月15日

高知県監査委員

24高行管第281号

平成25年 1 月30日

高知県監査委員　様

高知県知事

定期監査の結果に対する措置結果について（通知）

平成24年 9 月25日付け24高監報第 7 号で報告のありましたうえ

のことについて、指摘とされた機関からの措置状況の報告をもと

に、地方自治法第199条第12項の規定により下記のとおり通知し

ます。

記

第 1 　指摘事項に関するもの

 1 　財政課

( 1 )　指摘事項

平成24年度決算支援システム保守等委託業務の一般競争

入札において、消費税込の金額欄しかない予定価格調書の

金額と、消費税抜きの金額が記載されている入札書の金額

をそのまま比較し、予定価格以下であると錯誤して落札決

定を行い、予定価格を口頭で公表していた。その後、誤り

に気付き、後日改めて一般競争入札を実施していた。

これは、契約の締結について定めた地方自治法（昭和22

年法律第67号）第234条第 3 項の規定に反する不適正な事

務処理である。また、競争入札に使用する予定価格調書の

様式について定めた高知県会計事務処理要領（平成19年 4 

月 1 日付け19高会企第 3 号。以下「会計事務処理要領」と

いう。）第 5 章第 2 節の 5 の( 4 )の規定に反する不適正な

事務処理である。

( 2 )　原因又は理由

従前、システム開発業者と単独随意契約を行っていた決

算支援システム保守等委託契約を、平成24年度の契約締結

に向け平成24年 3 月に一般競争入札を実施した際に、予定

価格調書については、高知県会計事務処理要領第 5 章第 2 

節の 5 の( 4 )の規定に基づき「契約規則別記第 1 号様式の

 2 」を使用すべきところ、事前に関連する規定の確認を徹

底していなかったことにより、それまでの随意契約の際に

使用していた様式（契約規則別記第 1 号様式）で作成し、

入札を実施したことが原因です。

また、予定価格調書に不備がある場合は、そのことを告

げ直ちに入札を中止すべきところ、その時点では、立会人

を含め気付く者がいなかった為
た め

に適正な処理ができず、落

札決定を行い、予定価格を口頭で公表した直後に、その場

で誤りに気付いたものです。

( 3 )　措置状況

担当者から、予定価格調書に不備があったため今回の入

札が無効になり、改めて入札を行うため、事務手続を速や

かに行う旨をその場で入札参加者に説明を行いました。

一般競争入札という財政課では頻度の稀な業務におい

て、担当した職員の知識不足から発生した事例ですが、不

慣れであるならば、なおのこと事前に関連する規定の確

認、準備が必要であったと改めて認識しています。

今後は、同様の誤りを繰り返すことのないよう、高知県

会計事務処理要領等を常に確認するなど契約・会計事務の

基本を改めて徹底するとともに、法令・規則にのっとり適

正な事務処理に努めます。

 2 　危機管理・防災課

( 1 )　指摘事項

ア　支出事務

平成23年度の資金前渡において、支払後（出張して支

払ったものにあっては、帰庁後） 7 日以内とされている

精算が 1 か月以上遅延しているものがあった。

これは、前渡資金の精算について定めた高知県会計規

則（平成 4 年高知県規則第 2 号。以下「会計規則」とい

う。）第58条第 1 項の規定に反する不適正な事務処理で

ある。

イ　財産・物品管理

高知県防災行政無線旧大比山中継局用地については、

平成18年度から 5 年間の行政財産の目的外使用を許可し

ていたが、平成22年 8 月に必要な事務処理を行わないま

ま用途変更を行い普通財産としていた。さらに、平成23

年 2 月に平成23年度以降の目的外使用の継続申請が提出

されたにもかかわらず事務処理を怠っていた。その後、

平成24年 7 月になって、平成24年 8 月 1 日から年度末ま

での県有財産無償貸付契約を締結していた。

これは、普通財産の貸付けについて定めた高知県財産

規則（昭和39年高知県規則第19号。以下「財産規則」と

いう。）第34条第 1 項の規定に反する不適正な事務処理

である。

( 2 )　原因又は理由

ア　支出事務

会計規則に定める前渡資金の精算手続を熟知していな

かったため、旅行終了後、前渡資金の残額を金庫に保管

したまま、戻入決議書の作成を忘れ、前渡資金精算書の

提出が遅れたものです。

イ　財産・物品管理

平成22年 8 月18日の時点で用途廃止の事務処理のほか

物品の不用決定処理等の事務手続を同時期に実施したた

め、用途廃止に関連して行うべき普通財産貸付契約の事

務手続に考えが及ばなかったものです。

( 3 )　措置状況

ア　支出事務

資金前渡の事務手続の際は、新たに作成した「資金前

渡・精算明細書管理表」に内容、受領日、精算日を記載

し、チーフ及び総務担当者が確認（押印）することとし

ました。

イ　財産・物品管理

目的外使用許可や普通財産貸付契約の状況を一覧表に

して貸付期間を管理し、付随する事務処理を課内で

チェック（決裁を総務経由とし、一覧表を共有）するこ

ととしました。

さらに、総務が管理していた文書収受簿を課内で共有

することとし、各担当が所管するものは、その処理状況

を定期的に担当とチーフ間で確認し、未処理文書、未処

理業務が発生しないよう複数のチェック体制を整えまし

た。

 3 　地域福祉政策課

( 1 )　指摘事項

平成23年度高知県地域福祉活動計画策定支援事業費補助

金において、交付要綱の一部改正の伺が、決裁権者の決裁

や総務部の合議が未決裁であるにもかかわらず事業を実施

し、平成24年 2 月になって決裁を受け、平成23年 4 月 1 日

に適用を遡及させる改正を行っていた。

これは、補助事業ごとに必要な事項は個別の交付要綱に

委任すると規定した高知県補助金等交付規則（昭和43年高

知県規則第 7 号。以下「補助金等交付規則」という。）第

24条に反した不適正な事務処理である。

( 2 )　原因又は理由

高知県地域福祉活動計画策定支援事業費補助金交付要綱

の一部改正を行うにあたり、平成23年 4 月に起案した後、

決裁権者である地域福祉部副部長の決裁及び総務部の合議

が完結しないまま、担当者が起案文書を保管し、未決裁の

状態で処理が中断しており、平成24年 2 月に行った補助事

業者との概算払いに関する協議において、要綱の改正が完

結していないことが判明しました。

補助事業者に対しては、平成23年 4 月の時点で要綱を改

正する旨の説明を行い、補助事業者はその説明に基づき改

正後の要綱の内容で事業を進めていたことから、要綱改正

を 4 月に遡及して適用したものです。

( 3 )　措置状況

補助金業務の未完結が課全体で把握できていなかった点
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については、進行管理表によりそれぞれの業務の進行把握

を行うなど、担当業務の執行状況についての可視化を行っ

た上で、研修への参加等により職員一人一人の資質の向上

を図るとともに、組織としても、定期的に進捗状況の確認

を行うなど、よりきめ細やかなチェック体制を構築するこ

とで、再発を未然に防ぐよう努めています。

 4 　児童家庭課

( 1 )　指摘事項

平成23年度産休等代替職員雇用事業費補助金において、

補助金額を変更（20パーセント以内の減額を除く。）する

場合は、知事の承認を受けなければならないところ、必要

な変更手続を行わないまま実績報告書に基づき補助金額を

増額する確定を行っていた。

これは、補助金等の交付の条件について定めた補助金等

交付規則第 5 条第 1 項第 1 号及び高知県産休等代替職員雇

用事業費補助金交付要綱第 7 条第 2 号の規定に反する不適

正な事務処理である。

( 2 )　原因又は理由

今回指摘を受けた事項は、補助金及び会計事務に関する

認識不足及びチェック体制の不備による不適切な事務処理

でした。

( 3 )　措置状況

増額分の補助金については、再確定の手続を行い、返金

していただきました。

また、このような事務処理に至った課題を課内で共有す

るとともに、職員に対し会計事務の適正な執行について周

知徹底しました。

具体的な改善措置は次のとおりです。

①　産休について

担当者は出産予定日に留意するとともに、補助事業

者に対し出産日確定後、速やかに補助対象期間中の支

出予定額（対象経費）を再計算させ、その結果を県へ

報告させるよう指導を徹底することとし、変更内容に

応じて必要な手続を行います。

②　病休について

担当者は治療見込期間に留意するとともに、補助事

業者に対して早期の治療終了や治療延長等による雇用

日数の増減等の見込みがあることが分かった時点で、

速やかに補助対象期間中の支出予定額（対象経費）を

再計算させ、その結果を県へ報告させるよう指導を徹

底することとし、変更内容に応じて必要な手続を行い

ます。

今後は、事務の執行状況の把握やチェック体制を強化し

適正な事務処理に努めます。

 5 　商工政策課

( 1 )　指摘事項

平成23年度高知県建設業新分野進出支援事業費補助金に

おいて、財団法人高知県産業振興センターに対して平成23

年 5 月に交付要綱を通知したものの、11月30日付けの補助

金交付申請書を受理し、12月16日付けで補助対象期間を平

成23年 5 月20日からとする補助金交付決定を行っていた。

これは、補助金等の交付の申請について定めた補助金等

交付規則第 3 条及び平成23年度高知県建設業新分野進出支

援事業費補助金交付要綱第 5 条に反する不適正な事務処理

である。

( 2 )　原因又は理由

平成23年 5 月に交付要綱を制定後、県の担当者と産業振

興センターの担当者との間で、事業の進捗状況等について

の情報共有を図っていましたが、事務処理手続の確認は

行っておらず、すでに交付申請を行っていると錯誤してい

たため、交付申請がなされず、支出負担行為および交付決

定が行われないまま事業が行われ、決算見込みを立てる段

階で支出負担行為がされていないことが判明し、平成23年

12月16日付けで補助対象期間を平成23年 5 月20日からとす

る交付決定を行ったものです。

( 3 )　措置状況

担当課と産業振興センター双方の基本的な事務手続や事

業の執行に関する意思疎通が欠けていた点を反省し、平成

24年度からは定期的な打合せを行い、事務手続等の進捗状

況を確認する機会を設けるようにしています。

また、支出負担行為を行うべき委託料、補助金業務の

チェックリストを作成し、確実に事務処理が行われている

かチェックを行うとともに、職員を会計研修へ出席させ、

会計に関する知識の習得に努めています。あわせて、11月

に商工労働部内においても会計研修を実施しており、再発

防止に向けて組織としてしっかり取り組むことにより、適

正な事務処理に努めていきます。

 6 　企業立地課

( 1 )　指摘事項

高知西南中核工業団地分譲用地について、平成23年11月

 1 日から12月20日までの県有財産有償貸付契約を締結して

いたが、12月21日から翌年 3 月31日まで契約期間を延長す

る変更契約を平成24年 3 月14日付けで締結していた。

これは、普通財産の貸付けについて定めた財産規則第34

条第 1 項の規定に反する不適正な事務処理である。

( 2 )　原因又は理由

今回の指摘は、高知西南中核工業団地の近隣地区住民の

代表者に対し、同団地分譲用地の一部を土砂の仮置き場と

して貸付けていましたが、契約期間終了後に土砂が残って

いる状況を確認したことから、当初の契約期間を延長する

手続を求め、変更契約を締結したものです。

これは、通常であれば契約期間終了時に原状回復義務の

履行確認を行うところ、貸付契約が守られるとの思い込み

があったため、別用務で現地を訪問するまで確認が遅れた

ことによるものです。

( 3 )　措置状況

今後は、契約期間終了時には速やかに原状回復義務の履

行を確認することはもとより、契約期間中においても使用

目的どおり使用されているかを確認する等の日常的な管理

も徹底するなど、厳正な財産管理に努めます。

 7 　木材産業課

( 1 )　指摘事項

平成23年度高知県性能表示木材流通促進事業費補助金に

おいて、 4 月22日付けで審査結果通知を行い、 9 月16日付

けで補助金交付決定を行っていたが、 4 月 2 日から実施し

た経費も含めて補助事業の対象として補助金を交付してい

た。

これは、補助金等の交付の申請について定めた補助金等

交付規則第 3 条及び高知県性能表示木材流通促進事業費補

助金交付要綱第 7 条の規定に反する不適正な事務処理であ

る。

( 2 )　原因又は理由

事業者に対して事務処理の周知が徹底していなかったこ

とに加え、検査時に担当者及び検査職員が補助事業の着手

日を確認漏れしたことや管理監督の立場にある職員による

チェック機能が働かなかったことが原因です。

( 3 )　措置状況

担当者及び検査職員の基本的な事項の確認漏れや管理監

督の立場にある職員によるチェック機能が働かなかったこ

とを反省し、適正な事務処理を行うため、次のことを徹底

します。

①　職員全員に今回の指摘事項について周知を図るとと

もに、会計規則等に基づく適正な事務処理の周知徹底

を図ります。

②　担当者はもとより管理監督の立場にある職員は、関

係書類の確認行為を徹底することにより、適正な会計

処理及び進行管理に努めます。

③　会計管理局による会計事務実務研修を受講させるこ

とにより、会計事務における基本的事項の確認を行う

などの、それぞれの職務における職責と意識の徹底を

図り、会計事務に携わる職員の事務処理能力と意識の

向上に努めます。

④　事業の早期着手を図るため、前年度中に事業の計画

量を調整し、 4 月早々に申請・交付決定を行い、年間

を通してＪＡＳ製品が流通できるよう、事務手続の改
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善を図ります。

 8 　治山林道課

( 1 )　指摘事項

平成24年度電子納品検査閲覧ソフトウェア賃貸借契約

は、予定価格が100万円を越える契約であるにもかかわら

ず施行伺を作成していなかった。また、十分な理由もなく

予定価格調書の作成を省略していた。

これは、施行伺について定めた会計事務処理要領第 5 章

第 1 節の 3 及び予定価格の決定について定めた高知県契約

規則（昭和39年規則第12号。以下「契約規則」という。）

第31条の 3 の規定に反する不適正な事務処理である。

( 2 )　原因又は理由

今回指摘を受けた賃貸借契約については、予定価格が

100万円以下の契約であった前年度の事務処理を担当者が

踏襲したことによる誤りであり、会計事務に関する基本的

な認識の欠如はもとより、組織としてのチェック体制が不

十分であったことが原因です。

( 3 )　措置状況

会計事務に関する基本的な認識が欠如していたことや組

織としてのチェック体制が不十分であったことを反省し、

適正な事務処理を行うため、次のことを徹底します。

①　職員全員に今回の指摘事項について周知を図るとと

もに、前年度の事務処理にとらわれることなく、契約

規則等に基づく適正な事務処理の周知徹底を図りま

す。

②　担当者はもとより管理監督の立場にある職員は、関

係書類の確認を確実に行うことにより、適正な事務の

執行に努めます。

③　会計管理局による会計事務実務研修を受講させるこ

とにより、会計事務に携わる職員の事務処理能力の向

上に努めます。

 9 　住宅課

( 1 )　指摘事項

平成23年度へ繰越となった平成22年度耐震改修促進事業

基礎資料作成委託料については、繰越明許費の配当があっ

た平成23年度当初に支出負担行為を行うべきところ、平成

23年11月になって 4 月 1 日に遡って処理していた。

これは、支出負担行為決議書を作成する時期について定

めた会計規則第43条第 6 項の規定に反する不適正な事務処

理である。

( 2 )　原因又は理由

繰越にかかる事業であっても年度当初に支出負担行為決

議書を作成しなければいけないとの基本的認識が欠如して

いた等、会計事務に対する認識が不十分であったことに起

因するものです。

また、チーム内及び課内において、事業の執行管理及び

会計処理の進捗状況の把握・確認が十分に行われていな

かったため、11月に至るまで支出負担行為決議書の未作成

に気がつかず、 4 月 1 日に遡って処理を行ったものです。

( 3 )　措置状況

会計事務を行う職員一人一人が会計規則を熟知し、規則

にのっとった事務処理を行うよう、課内全員に「会計事務

ハンドブック」等の活用の周知を図るとともに、監査結果

を周知し、今後、同じ誤りを繰り返す事のないよう会計事

務の適正な執行について、認識の徹底を行いました。

また、会計事務に不慣れな職員等に対しては、年度始め

に担当チーフ等がチーム会を実施し、年度当初の誤りやす

い事例等を紹介しながら適切な会計処理の指導・確認を担

当者全員に対して実施します。

さらに総務においても事業の進捗管理の点検・確認を行

うなど、課全体で不適正な会計処理をチェックできる体制

づくりを行い、今後の再発防止に努めます。

10　港湾・海岸課

( 1 )　指摘事項

ア　収入事務

高知港の港湾施設であるリーチスタッカの平成24年度

の使用料について、平成24年 3 月31日付けの使用者の減

免申請を受けて、高知県港湾施設管理条例（昭和29年条

例第53号。以下「港湾管理条例」という。）第 6 条別表

第 1 で定める額を年度当初から減免する承認を 5 月 7 日

になって行っていた。

これは、港湾施設管理条例に基づく使用料の減免を遡

及して行った不適正な事務処理である。

イ　支出事務

平成23年度高知県漁港関係事業補助金において、事業

着手後の 7 月 1 日に補助交付申請書を受理し、 8 月10日

付けで補助対象期間を 5 月27日からとする補助金交付決

定を行っていた。

これは、補助金の交付の申請について定めた補助金等

交付規則第 3 条及び平成23年度高知県漁港関係事業補助

金交付要綱第 4 条の規定に反する不適正な事務処理であ

る。

( 2 )　原因又は理由

ア　収入事務

リーチスタッカの使用料の減免については、平成16年

度から使用者からの申請に基づき適用していました。こ

の事務手続は、港湾・海岸課で受付け、審査のうえ承認

していましたが、平成24年度については、年度当初の事

務繁忙のため減免申請の提出確認を失念していたもので

す。

イ　支出事務

平成23年度高知県漁港関係事業において実施された、

穴内漁港海岸保全施設整備事業については、平成22年度

から継続した事業であり、当該自治体と港湾・海岸課に

おいて、工法や経費の積算等について協議を重ねていた

ものです。

平成23年度補助金交付のうち国の補助分については、

平成23年 4 月25日に当該自治体が申請し、 4 月28日付け

（ 5 月17日県受付）で交付決定がされています。

通常であれば、国の補助申請時に県の補助金について

も前後して補助金申請を行いますが、当該自治体がこれ

を失念しており、港湾・海岸課においても申請手続指導

が徹底されておらず、結果として 6 月28日付け（ 7 月 1 

日県受付）の受理となりました。

( 3 )　措置状況

ア　収入事務

今後は、使用者からの減免申請の窓口をこれまでの港

湾・海岸課から、現場事務所の高知土木事務所経由とす

る、一般的な事務処理の流れとし、減免理由なども相互

にチェックするなど適正な事務改善を行います。

また、全ての年間減免について、港湾・海岸課でリス

ト化し、年度末までに減免申請書の提出の有無について

確認するように事務改善を行い、再発防止に努めます。

イ　支出事務

今後は、市町村担当者会等により、県の補助金事務の

取扱いの徹底を図るとともに、港湾・海岸課においても

国の補助申請と並行して県の補助金の受付、審査を行う

こととしました。

また、市町村の補助事業については、年度当初に申請

時期、着工予定等について意思疎通を図り、事業の進捗

管理を徹底します。

第 2 　共通事項として検討を求められたもの

 1 　補助金事務について

本庁においては補助金事務に関する指摘事項及び注意事項

が多いことから、補助金事務に関するマニュアルの作成や研

修の実施、交付要綱の策定から補助金の確定まで各段階にお

けるチェックの徹底、補助事業者に対する条件や手続の周知

など、補助金事務が適正に行われるよう全庁的な検討を求め

る。

検討内容

定期監査における補助金事務に関する指摘事項や注意事項

は、交付要綱の改正手続の遅れ、交付決定の遅れや変更手続

漏れ等、財政課合議時のチェックや会計管理課の審査時点で

は防ぐことのできない内容であることから、補助金事務の適

正化を図るためには、所属におけるチェック体制や進捗管理
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等の強化が不可欠です。

このため、会計管理局で新たに作成した補助事業者や職員

向けの「補助金申請等のポイント」を活用するとともに、補

助金事務の各段階における定期監査等の指摘事例や留意点に

ついての研修を充実させ、職員の知識の向上や組織としての

チェック機能の強化を図り、適正な補助金事務につなげてい

きます。

 2 　入札事務について

土木部など一部の所属においては入札事務に関する規程が

整備されているが、全庁的に見れば明文化された規定等の整

備は十分とはいえない状況であり、入札事務に不慣れな職員

も多いことから、全庁に適用される入札事務に関する規程の

整備や職員研修の実施など、入札事務が円滑に進むよう検討

を求める。

検討内容

会計事務の事務処理要領等をまとめた「会計事務ハンド

ブック」には、契約、入札事務の手続等も記載しています

が、入札事務を行う際に活用できるよう、平成24年 1 月に作

成した「会計事務のポイント」の中に具体的な事務の流れや

チェックポイントを取りまとめ、各所属に配布しました。

今年度から、この「会計事務のポイント」を利用して、契

約や入札事務について基礎や実務の研修を行うとともに、監

査指摘等を踏まえ、部局単位で模擬入札の実施など、適正な

入札事務が行えるよう、創意工夫した研修を行っています。

今後とも、こうした実践に活かす研修をきめ細かに行って

いくことで、職員の知識向上と入札事務の適性化に取り組ん

でいきます。

 3 　回数券の活用について

回数券については、現在使用可能な交通機関が限定されて

いるため、複数の所属で少額の回数券が保管されている実態

が見られる。一所属では活用が困難なことから、全庁的な視

点で活用に向けて検討を求める。

検討内容

高知市近郊を運行する電車、バスの回数券については、Ｉ

Ｃカード「ですか」の発行に伴い平成21年 1 月24日をもって

販売が終了しています。既に発行済みの回数券については、

現在でも使用可能ですが、使用できる交通機関がバスのみに

なっていること等もあり、販売終了から 3 年以上経過した現

在でも複数の所属が回数券を保管している実態があります。

そうした所属の中には今後も回数券を利用できる旅行が少

ない所属があることも考えられるため、今後、回数券を利用

する見込みがない所属については、利用する見込みのある所

属へ所属替えを行うなどの方法により所属で保管されている

回数券を活用していきます。

24高教政第658号

平成24年10月25日

高知県監査委員　様

高知県教育委員会委員長

定期監査結果に基づく措置状況について

平成24年 9 月25日付け24高監報第 7 号で報告のありました定期

監査の結果について、下記のとおり措置しましたので、地方自治

法第199条第12項の規定により通知します。

記

（指摘事項）

機関名：生涯学習課

 1 　指摘事項

平成23年度読書楽力検定委託業務について、予定価格が30

万円を超えているにもかかわらず、 1 者のみから見積書を徴

していた。

これは、予定価格が30万円を超える場合は 2 人以上の者か

ら見積書を徴さなければならないと定めた高知県契約規則

（昭和39年規則第12号）第32条の規定に反する不適切な事務

処理である。

 2 　原因又は理由

当初は 3 者での競争見積を行っていたが、 3 者から提出さ

れた見積額が全て予算額を上回ったため、仕様書を変更して

再度見積りを行うこととした。

本来であれば、再度 3 者から見積り書を徴すべきところを

誤って「競争見積りを行い予定価格に達しなかった場合」と

同様の取り扱いを行い、第 1 回目に最低価格であったＡ社の

みから見積書を徴し、契約を行った。

 3 　今後の対応

指摘後、同様の不適正な事務処理を繰り返すことのないよ

うに、会計書類の差し戻し事例をリスト化して課内での情報

共有を図るとともに、会計管理局作成の「会計事務のポイン

ト」を活用した課内研修を実施しました。

また、今後の事業執行にあたっては、担当職員を含めた複

数職員が関係法令の確認を行いながら進めるとともに、会計

事務研修等へも積極的に参加し、職員の資質向上を図ってい

きます。

機関名：文化財課

 1 　指摘事項

平成23年度の高知城修繕業務は、予定価格が100万円を超

える契約であるにもかかわらず施行伺を作成していなかっ

た。

これは、施行伺いについて定めた高知県会計事務処理要領

（平成19年 4 月 1 日付け19高会企第 3 号）第 5 章第 1 節の 3 

の規定に反する不適正な事務処理である。

 3 　原因又は理由

今回の高知城修繕業務は、小修繕業務ということで15節工

事請負費ではなく11節需用費での支出であり、業者の見積価

格が1,197千円であった。

高知県会計事務処理要領（平成19年 4 月 1 日付け19高会企

第 3 号）第 5 章第 1 節の 3 の規定によれば、需用費で施行伺

を省略できるのは金額で100万円以下かつ競争入札によらな

い場合のみであり、工事請負費の施行伺が省略できるのは金

額で250万円以下かつ競争入札によらない場合のみである。

今回の高知城修繕業務は、需用費かつ100万円以上の支出

であったので、施行伺を作成しなければならないケースであ

るが、契約担当職員が工事請負費の施行伺を省略できる場合

と混同し、作成を省略して契約事務を行ってしまった。

 4 　今後の対応

監査での指摘を受け、職員全員に具体的に会計規則等を示

し指摘事項の内容を周知し、今後同様の誤りが発生しないよ

うに努めました。

また、「会計事務のポイント」を職員全員に配布し、常に

「会計事務のポイント」を見て事務処理を行い、適正な事務

処理を行うように注意喚起するとともに、決裁にあたる職員

も「会計事務の手引き」などを手元に置き適正な会計処理に

務めることとしました。

今後は積極的に会計研修に参加するなどにより資質向上を

図り、適正な会計処理に努めていきます。

会計発第281号

平成24年10月15日

高知県監査委員　様

高知県公安委員会委員長

平成24年度定期監査結果に対する措置について（通知）

平成24年 9 月25日付け24高監報第 7 号で報告のありました定期

監査の結果につきましては、別紙のとおり措置しましたので、地

方自治法第199条第12項の規定により通知します。

平成24年度定期監査結果に対する措置状況

監査結果に基づき講じた措置

監査報告の内容

【指摘事項に関するもの】

平成23年度交通信号機等保守業務委託及び交通信号機の

集中制御化等工事（23規制第64号）については、それぞれ

設計書で電球等の交換部品数や交通誘導員の所要人数を定

めていたが、実績の確認が不十分なまま当初の契約どおり

履行されたものとして完了検査を行い、委託料又は工事請

負費を支払っていた。

これは、検査職員は設計書その他関係書類に基づき給付

の内容について検査を行わなければならないと定めた契約

規則第52条第 1 項の規定に反する不適正な事務処理であ

る。

講じた措置
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委託業務や工事請負契約の完了検査に当たっては、関係法

令等を遵守し、履行終了後、必要な書類を提出させ、契約

書、仕様書、設計書等の関係書類に基づき、当該給付の内容

について検査を行うなど、適正な事務処理に努めます。

なお、指導事項に対する具体的措置等については、別紙の

とおりです。

別紙

平成24年度定期監査結果に対する措置について

 1 　監査報告の内容（指摘事項に関するもの）

平成23年度交通信号機等保守業務委託及び交通信号機の集中

制御化等工事（23規制第64号）については、それぞれ設計書で

電球等の交換部品数や交通誘導員の所要人数を定めていたが、

実績の確認が不十分なまま当初の契約どおり履行されたものと

して完了検査を行い、委託料又は工事請負費を支払っていた。

これは、検査職員は設計書その他関係書類に基づき給付の内

容について検査を行わなければならないと定めた契約規則第52

条第 1 項の規定に反する不適正な事務処理である。

 2 　不適正な事務処理の原因等

( 1 )　平成23年度交通信号機等保守業務委託

①　契約時における契約変更等に関する取り決め等が定めら

れていなかった。

②　業務に対する進捗状況の確認が実施場所の確認のみで数

量等の確認ができておらず不十分であった。

③　完了検査時に業者から提出された書面等を十分に確認し

ないまま検査を完了していた。

等にある。

( 2 )　集中制御化等工事

①　誘導員の実績を報告させる契約になっていなかった。

②　業者は、交通誘導員を他の事業にも派遣していることか

ら、当該工事のみの交通誘導員の実績を把握できなかっ

た。

等にある。

 3 　指摘事項に対する措置

今後の措置としては、契約書や仕様書等に、

○　使用材料や交通誘導員の雇用実績等が証明できる資料の

提出の義務付け

○　施工数量等の変更に伴う契約変更

について明記するとともに、進捗状況の確認等も含めて確実な

実績確認等適正な完了検査を行うこととする。

監査公表第 4 号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第 4 項の規定によ

り実施した定期監査の結果に関する報告を同条第 9 項の規定によ

り次のとおり公表する。

平成25年 3 月15日

高知県監査委員　森田　英二

同　　　　　　　梶原　大介

同　　　　　　　坂本　千代

同　　　　　　　朝日　満夫

第 1 　監査の実施

平成24年度出先機関後期分68機関に対して定期監査を実施し

た。平成24年10月30日から平成25年 1 月16日まで委員監査を行

い、23機関については、書面監査とした。

なお、監査を実施した機関及び監査年月日は、別表のとおり

である。

第 2 　監査の結果

 1 　総括

監査の結果、財務に関する事務の執行は、全般的には、お

おむね適正に行われているものと認められたが、次の表のと

おり一部に不適正な執行が見られた。

なお、31機関については、指摘事項等はなかった。

（単位：件）

指摘事項及び注意事項は、全体で79件であり、前年度の70

件から増加している。そのうち、指摘事項は、 9 件から 7 件

に減少したものの、前年度はなかった特別指摘事項が 2 件認

められ、注意事項も61件から70件に増加している。

また、事務区分別に見ると、特別指摘事項については収入

事務及び支出事務に係るものが各 1 件、指摘事項については

支出事務が 3 件、収入事務が 2 件、契約事務が 1 件及び給

与・旅費支給事務が 1 件となっている。注意事項では、契約

事務が29件と最も多く、次に支出事務及び収入事務がそれぞ

れ14件となっている。

事務区分別の概要は、次のとおりである。

( 1 )　収入事務について

特別指摘事項の内容は、許認可事務に伴う一連の不適

正な事務処理により手数料の収入調定が著しく遅れてい

たものであり、指摘事項は、許可申請書とこれに係る証

紙を金庫に放置していたもの及び証紙の確認誤りによる

収入調定漏れである。また、注意事項では、収入調定額

の誤り、現金出納簿の記帳漏れ及び繰替払の不適切な処

理が複数の所属で見られた。

( 2 )　支出事務について

特別指摘事項の内容は、前年度の監査において指摘し

ていたにもかかわらず、電気料の支払遅延による遅収加

算金の支出が生じていたものであり、指摘事項は、支払

の相手方の誤り、不必要な土地使用料の支出及び電気料

の遅収加算金の支出である。また、注意事項では、支払

金額の誤り及び支出科目の誤りが複数の所属で見られ

た。

( 3 )　契約事務について

指摘事項の内容は、所有権のない者と土地等の売買契

約を締結したものであり、注意事項では、暴力団排除措

置等に係る契約書の不備及び建設工事の設計が不適切な

ものが複数の所属で見られた。

( 4 )　給与・旅費支給事務について

執行機関

知事部局

教育委員会

警察本部

総計

事務の区分

収入事務

支出事務

契約事務

財産・物品管理

服務管理

給与・旅費支給

事務

庶務関係事務

その他の事務

計

機関数

注　「機関数」欄の計は、指摘等を受けた機関の実合計数で

ある。

特別指

摘事項

 1 

 1 

 2 

 2 機関

指摘事

項

 2 

 3 

 1 

 1 

 7 

 6 機関

注意事

項

14

14

29

 1 

 4 

 1 

 7 

70

35機関

検討事

項

 1 

 1 

 2 

 2 機関

計

17

18

31

 2 

 5 

 1 

 7 

81

37機関

対象機関

総務部 6 、産業振興推進部 2 、商工労

働部 2 、農業振興部 2 、林業振興・環

境部 3 及び土木部 4 

県立学校36及びその他 1 

警察署12

68機関

計

19機関

37機関

12機関
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指摘事項の内容は、県立学校期限付講師の給料等の支

払が遅れたものであり、注意事項では、職員の時間外勤

務手当の支給誤りが複数の所属で見られた。

これらの指摘事項及び注意事項の多くは、担当職員の財務

会計事務に関する基本的な認識不足によるもののほか、法令

等に基づく事務処理等日常の事務執行に関する管理職員の指

導及び監督が不十分であったことによるものと認められる。

とりわけ、特別指摘事項の 2 件について、許認可事務に伴う

不適正な事務処理による収入事務の遅れは、日頃のチェック

を始めとした組織としての指導及び管理体制が機能していな

かったものであり、同じ所属で 2 年連続して電気料の遅収加

算金を支出したことは、監査の指摘事項に対する改善の取組

が十分でなかったと言わざるを得ない。

今後は、担当職員の法令遵守意識及び財務会計事務処理能

力の向上に一層取り組むとともに、管理職員及び出納員等に

よる指導の徹底及びチェック体制の強化を図り、適正な執行

が確保されるよう強く求める。

また、検討事項として、使用頻度の低い県有自動車の有効

活用及び港湾施設使用料の徴収業務の委託単価の検討を求め

たところであり、今後の速やかな対応を求める。

今回の監査の重点事項として、各出先機関において現金等

が適正に管理されているか、また、任意団体等の事務に係る

現金等が適正に管理されているかという視点から、現金等の

管理について監査を行ったところ、前述の指摘事項のとお

り、金庫内に証紙等を放置したままにしていた事例が 1 件

あったが、その他の機関では、現金の管理の点では、おおむ

ね適正に処理されていると認められる。ただし、金庫内に証

紙等が放置されていた事例のように、金庫内の整理整頓がで

きていないこと並びに任意団体及び学校徴収金等の会計事務

の手続に関してその取扱いを定めた要綱及び通知に必ずしも

厳密に沿っていない面が複数の所属で散見されたので、金庫

の定期的な点検の励行並びに任意団体及び学校徴収金等の会

計事務の正確な執行に向けて、全庁に周知徹底するよう求め

る。

 2 　特別指摘事項

特別指摘事項の対象機関及び具体的な内容は、次のとおり

である。

( 1 )　高知東工業高等学校（支出事務）

早収期限が平成24年 5 月22日とされている同年 4 月分

の電気料643,650円の支払が遅れたため、同年 6 月に遅

収加算金19,200円を支払っていた。

これは、定例的な毎月の支払である電気料について、

支払時期を失したため、本来であれば支払う必要のない

遅収加算金を支払った不適正な事務処理である。

このことについては、前年度の監査において同様に遅

収加算金を支払った事案があり、指摘事項として改善を

求めたところであるが、学校事務室内に電気料の支払に

必要な支払証取出し日を明記し、朝の連絡会でも確認し

て情報を共通認識していると措置状況を報告していたに

もかかわらず、今回も同じ誤りを繰り返したものであ

り、監査結果に対する改善の取組が十分でなく、極めて

遺憾である。

なお、県立学校における電気料の支払事務は、平成24

年10月分から総務事務センターが行っているが、その他

の事務においても、今回の事案の原因等を十分に検証

し、今後は二度とこのようなことがないよう厳正な取扱

いを強く求める。

( 2 )　宿毛警察署（収入事務）

平成24年 3 月から 7 月までの銃砲等許可申請を始めと

する各種許認可事務において、収入証紙が添付され提出

された許可申請書を長期間放置し、又は不適正な事務処

理を行うなどにより、収入証紙への消印及び収入調定を

行っていなかった。

このため、91件の申請書のうち84件510,270円の手数

料を平成24年 8 月になって調定し、残り 7 件36,200円の

手数料を同年12月になって調定していた。

これは、証紙の納付の方法について定めた高知県収入

証紙条例施行規則（昭和39年高知県規則第28号。以下

「収入証紙条例施行規則」という。）第 3 条第 3 項及び

証紙の調定について定めた高知県証紙収入事務取扱要領

（平成 4 年 3 月10日付け 3 出第255号。以下「証紙収入

事務取扱要領」という。） 4 ( 1 )の規定に反する極めて

不適正な事務処理である。

このことは、担当職員の許認可事務及び財務会計事務

に関する基本的な認識不足によるものとはいえ、組織と

して指導及び管理ができていなかったことによるものと

言わざるを得ない。

今後は、二度とこのようなことがないよう厳正な取扱

いを強く求める。

 3 　指摘事項

指摘事項の対象機関及び具体的な内容は、次のとおりであ

る。

( 1 )　安芸土木事務所（契約事務）

平成24年度樋ノ口谷川通常砂防工事に係る 2 件の土地

等の売買契約において、いずれも土地の所有権を持たな

い者と契約を締結していたが、所有権の移転手続の際

に、法務局に誤りを指摘されて取り消していた。

これは、土地等の契約は、権利を有する者と契約しな

ければならないと定めた高知県用地事務取扱要領（平成

 2 年 6 月30日付け土木部長通知）第56条の規定に反する

不適正な事務処理である。

( 2 )　中央東土木事務所（収入事務）

平成22年12月15日付けで屋外広告業者から提出された

広告物等許可申請書 2 部及び手数料11,000円の証紙につ

いて、許可事務を行わず、消印及び収入調定も行わない

まま金庫に入れて失念していた。

なお、同広告物に係る許認可については、平成23年 5 

月13日付けで提出された設置者名の申請書により、別

途、許可等の事務を行っていた。

これは、収入証紙条例施行規則第 3 条第 3 項及び証紙

収入事務取扱要領 4 ( 1 )の規定に反する不適正な事務処

理である。

( 3 )　中芸高等学校（給与・旅費支給事務）

平成24年 5 月16日に支払うべき時間講師の同年 4 月分

の報酬並びに期限付講師の同年 5 月分の給料及び職員手

当を同月17日に支払っていた。

これは、賃金は、毎月 1 回以上、一定の期日を定めて

支払わなければならないと定めた労働基準法（昭和22年

法律第49号）第24条及び公立学校職員の給与の支給日に

ついて定めた職員の給与の支給等に関する規則（昭和31

年高知県人事委員会規則第 3 号）第 2 条の規定に反する

不適正な事務処理である。

( 4 )　高知警察署（支出事務）

行政検視立会医師に対する謝礼金の支払先は、当該病

院内で行ったときと院外で行ったときとを区分し、それ

ぞれ支払うことと定められていたが、平成24年 7 月分の

一部の謝礼金について、区分を誤り、正当でない債権者

に支払っていた。

これは、正当な債権者に対する支出の決定をしなけれ

ばならないと定めた高知県会計規則（平成 4 年高知県規

則第 2 号）第48条第 1 項の規定に反する不適正な事務処

理である。

( 5 )　香南警察署（支出事務）

早収期限が平成24年 5 月21日とされている同年 4 月分

の電気料210,688円の支払が遅れたため、同年 6 月に遅

収加算金6,286円を支払っていた。

これは、定例的な毎月の支払である電気料について、

支払時期を失したため本来であれば支払う必要のない遅

収加算金を支払った不適正な事務処理である。

なお、警察署における電気料の支払事務は、平成24年

10月分から総務事務センターが行っている。

( 6 )　中村警察署（収入事務及び支出事務）

ア　収入事務

平成24年 5 月分の風俗営業等許可申請手数料の収入

調定において、古物営業許可手数料19,000円が含まれ
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ているにもかかわらず、調定額から漏れていた。

これは、証紙収入事務取扱要領 4 ( 1 )の規定に反す

る不適正な事務処理である。

イ　支出事務

旧清水警察署において、平成23年 4 月 1 日付けで土

佐清水市と 5 か所の市有地を 1 年間借り受ける土地賃

貸借契約を締結していたが、そのうち 1 か所は、平成

23年 3 月末で閉鎖された職員住宅の駐車場であり、借

り上げる必要のない土地を含めて契約していた。その

後、この土地については、使用期間を同年 9 月末日ま

でとする変更契約を行い、使用料28,682円を同年12月

に支払っていた。

更に、平成24年度において中村警察署と統合した後

も、変更契約を行わず、前年度と同額で支出負担行為

を行っていたが、平成24年11月になって支出負担行為

を取り消し、同年 4 月 1 日に遡って支出負担行為を行

い、契約書を締結していた。

これは、必要のない土地使用料を支出したものであ

り、地方財政法（昭和23年法律第109号）第 4 条第 1 

項の規定に反する不適正な事務処理である。また、平

成24年度においても、契約内容を見直すことなく安易

に支出負担行為を行っており、支出負担行為の決議に

ついて定めた高知県会計規則の施行について（平成 4 

年 3 月10日付け出納長、総務部長依命通達）第 3 の 1 

( 1 )の規定に反する不適正な事務処理である。

以上、指摘を受けた機関においては、今後このようなこと

のないよう適正な事務の執行を強く求める。

 4 　注意事項

注意事項の主なものは、次のとおりである。

( 1 )　収入事務

ア　収入調定額を誤っていたもの

イ　現金出納簿に、受領した金額を記帳していなかった

もの

ウ　生産物売払収入に伴う手数料等の繰替払の事務処理

を誤っていたもの

( 2 )　支出事務

ア　請求書の金額より少なく支払っていたもの

イ　支出科目を誤っていたもの

ウ　常時資金残高報告を誤っていたもの

( 3 )　契約事務

ア　契約書に暴力団の排除措置に関する条項がなかった

もの

イ　契約書に仕様書の添付がなかったもの

ウ　建設工事の設計の積算が不適切なもの及び事前調査

が不十分なもの

( 4 )　財産・物品管理

行政財産の目的外使用許可の手続が遅れていたもの

( 5 )　給与・旅費支給事務

職員の時間外勤務手当の支給を誤っていたもの

( 6 )　庶務

勤務状況整理簿・時間外勤務等命令及び実績簿を作成

していなかったもの

( 7 )　その他の事務

ア　支出個別表と証拠書類との照合確認を行っていな

かったもの

イ　建設工事の契約保証に関する保証書の管理及び契約

保証金の払出が不適切なもの

以上のような事項を始めとして、注意を受けた機関におい

ては、今後、適正な事務処理を行うよう求める。

 5 　検討事項

検討事項の概要は、次のとおりである。

( 1 )　稼働率の低い県有自動車の有効活用について

稼働率が極めて低い自動車について、必要性も含めて

その有効活用について具体的な検討を求めるもの

( 2 )　委託料の積算根拠について

港湾施設使用料徴収業務委託契約において、委託単価

について明確に規定することについて検討を求めるもの

以上の事項については、それぞれ該当する機関において事

務改善に向けた速やかな検討を求める。

別表

 1 　委員監査を実施した機関及び監査年月日

 2 　書面監査とした機関及び監査年月日

機関名

東京事務所

安芸県税事務所

中央東県税事務所

中央西県税事務所

須崎県税事務所

幡多県税事務所

大阪事務所

名古屋事務所

海洋深層水研究所

中村高等技術学校

農業大学校

環境保全型畑作振興センタ

ー

安芸林業事務所

中央東林業事務所

幡多林業事務所

機関名

中芸高等学校

県立安芸中学校

安芸高等学校

安芸桜ケ丘高等学校

城山高等学校

山田高等学校

嶺北高等学校

高知東工業高等学校

岡豊高等学校

高知北高等学校

安芸土木事務所

中央東土木事務所

中央西土木事務所

幡多土木事務所

幡多青少年の家

室戸高等学校

高知農業高等学校

高知東高等学校

県立高知南中学校

高知南高等学校

高知工業高等学校

高知追手前高等学校

高知丸の内高等学校

高知小津高等学校

伊野商業高等学校

須崎高等学校

佐川高等学校

大方高等学校

県立中村中学校

中村高等学校

宿毛高等学校

清水高等学校

中村養護学校

高知警察署

高知南警察署

安芸警察署

いの警察署

土佐警察署

中村警察署

宿毛警察署

委員監査日

平成24年11月 8 日

平成24年11月28日

平成24年11月28日

平成24年12月 5 日

平成24年11月27日

平成25年 1 月15日

平成24年11月 7 日

平成24年11月 7 日

平成24年11月28日

平成25年 1 月15日

平成24年10月30日

平成24年10月30日

平成25年 1 月 9 日

平成24年12月 5 日

平成25年 1 月15日

書面監査日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 1 月 9 日

平成24年11月27日

平成24年11月20日

平成25年 1 月15日

平成25年 1 月16日

平成24年11月28日

平成24年11月 2 日

平成24年10月30日

平成24年10月30日

平成24年10月30日

平成24年11月20日

平成24年10月30日

平成24年11月20日

平成24年11月27日

平成24年11月20日

平成24年11月27日

平成24年11月20日

平成25年 1 月15日

平成25年 1 月16日

平成25年 1 月16日

平成25年 1 月16日

平成25年 1 月16日

平成25年 1 月15日

平成24年12月 5 日

平成25年 1 月 9 日

平成24年11月28日

平成25年 1 月 9 日

平成24年12月 5 日

平成25年 1 月16日

平成25年 1 月16日

備考

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

備考

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし
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監査公表第 5 号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第 2 項の規定に基

づき実施した行政監査の結果に関する報告を同条第 9 項の規定に

より次のとおり公表する。

平成25年 3 月15日

高知県監査委員　森田　英二

同　　　　　　　梶原　大介

同　　　　　　　坂本　千代

同　　　　　　　朝日　満夫

高岡高等学校

高知海洋高等学校

梼原高等学校

四万十高等学校

幡多農業高等学校

山田養護学校

高知江の口養護学校

日高養護学校

室戸警察署

香南警察署

香美警察署

本山警察署

佐川警察署

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

平成25年 2 月15日

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし

指摘等なし
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